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Ⅰ 令和５年度青少年相談センター運営方針 

 

１ 基本理念 

 

支援を要する児童生徒等が安心感を持って社会的自立を目指すために、児童生徒・保護者等に寄り添って

温かい支援を行うとともに、今日的課題に対応するために、学校・関係機関等と適切に連携を図る。 

 

２ 基本方針 

 

(1) 児童生徒等が社会的自立に向けて歩めるように、各々の専門性を発揮するともに、互いを尊重し連携

しながら相談・支援活動を行う。 

 (2) 保護者・教員等が児童生徒等を正しく理解して良さを伸ばせるように、ともに考える姿勢を持って相

談・支援活動を行う。 

 (3) 必要に応じて、医療・福祉・地域など関係機関と適切に連携する。 

 (4) 職員が安心して効率よく業務を行えるよう、安全管理等の徹底や業務の改善を推進する。 

 (5) 今日的課題・社会的ニーズに対応するために、つねに事業の目的・内容について効果検証を行い、課

題の解決に向けて創造的に施策を進める。 

 (6) 虐待・いじめ・自殺など、生命と人権に関わる問題について、適切かつ組織的に対応する。 

 

３ 今年度の重点的な取組 

 

(1) 不登校児童生徒の支援について（主に相談班業務） 

 ア 欠席状況等通知書等に基づいた不登校対応の好事例の共有と、学校支援の推進 

イ 不登校の未然防止・早期対応のための、Co・SSWによる校内支援体制への積極的な参画 

ウ 校内登校支援教室・相談指導教室・ＩＣＴ活用など、長期支援の在り方についての総合的な検討 

 

 (2) 支援教育の充実について（主に教育支援班業務） 

 ア 子どもの教育的ニーズに応じた就学先決定のシステムの構築と、今後の在り方の検討 

  イ 教育支援班の区担当指導主事による学校支援の充実 

ウ 医療的ケア等を含む児童生徒・学校支援に関する他機関・学校等との連携 

  エ 通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒のための、通級指導教室の在り方等についての検討 

 

(3) 運営・管理について（主に総務班業務） 

  ア 適切な予算執行および次年度予算編成のための、見通しを持った項目・業務の整理・検討 

  イ 相談者・職員が安全に利用できる施設・環境の整備 

 

 (4) 安全管理・業務の効率化について 

  ア データ管理等、ＩＣＴ活用・ＤＸ推進によるセンターの効果的、効率的な運営についての検討 

  イ Co・SSW・相談指導教室運営員などの人材の安定的確保と、任用の在り方についての検討 
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 (5) 子どもたちの生命・人権を守ることについて 

  ア 自殺の防止 

  イ 支援級等における不適切な指導の防止 

 

４ 予 算 

 

令和 5年度：約 4億 9千 92万円   ＊令和 4年度：約 4億 6千 713万円 

 

青少年教育カウンセラー79名分とＳＳＷの 13名計 92名分の報酬、共済費、旅費等については、文部科学

省所管のスクールカウンセラー等活用事業国庫補助金やスクールソーシャルワーカー活用事業国庫補助金

の対象になり、対象事業費の約 1/3の 1億 2千 945万円の補助金を見込んでいる。また、予算総額の約 9割

が会計年度任用職員に係る人件費となっている。 



５　青少年相談センターの運営体制

(学校教育部)

※……全相談室共通

庶
務
事
務

財
務
事
務

渉
外
事
務

小
・
中
学
校
相
談
指
導
教
室

(

※

)

小学校相談指導教室

「いずみ」(中央相談室)
「すばる」(南相談室)

「シリウス」(中央相談室)
「はるばやし」(城山相談室)
「かつら」(相模湖相談室)

小・中学校相談指導教室

「大地」(中央相談室)
「銀河」(中央相談室)
「若葉」(南相談室)

中学校相談指導教室

相模原市教育委員会

相模原市立青少年相談センター

危
機
管
理
・
緊
急
支
援

統
計
処
理

ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
相
談

巡
回
相
談

就
学
相
談

要
請
相
談

(

※

)

中
学
校
出
張
相
談

(

※

)

青少年相談センター運営協議会

小
学
校
出
張
相
談

(

※

)

来
所
・
電
話
相
談

(

※

)
【職員構成】 名

【併任指導主事】 名

4 2 2

157

総務班 事務職員

所長（指導主事）

中央相談室

5

- --

-

2 1

南相談室 城山相談室 相模湖相談室

- -

1

-

-

事務補助員

合計

合計

支援教育指導員

就学相談員

常
勤
職
員

(
※
）

指導主事 4

社会福祉主事

指導主事 3

1

14

教育支援班
社会福祉主事 -

社会福祉主事（人事交流）

相談班

- - -

- -

38

ヤングテレホン相談員

4

31青少年教育カウンセラー

スクールソーシャルワーカー

1

5

1

-

-

26

5

-

相談指導教室支援員 7

会
計
年
度
任
用
職
員
等

1

-

-

常
勤
職
員

併任先(こども・若者未来局)

※社会福祉主事（人事交流）はこども・若者未来局を併任元とする。

2

- -

2 1

2 1

11 11

17 15

- - -

- - -

- -

-11-

合計

4

2

中央子育て支援センター

南子育て支援センター

-

1

1緑子育て支援センター

相談指導教室運営員 7 3 2 1

早期就学支援コーディネーター

66

5

5

1

-

3
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６ 相談業務一覧 

中央相談班・南相談班・緑相談班・教育支援班では、次のとおり各種相談業務を実施する。  

区  分 相談方法・時間 主 な 内 容 対  象 

来所相談 

面接 
月～金曜日 
午前9時～午後5時 
※要電話予約。予約時の電話番号
は電話相談参照とする。 

中央相談室・南相談室・城山
相談室・相模湖相談室におい
て、青少年教育カウンセラー
が、相談者の来所及び電話に
よる教育相談（不登校・登校
しぶり、性格・行動上の課題、
交友関係、いじめ、家族関係、
養育不安等）に応じる。 

19 歳以下の青
少年（市内在住、
在学、在勤）とそ
の保護者、教職
員 

電話相談 

TEL 
中央相談室 ：042-752-1658 
南相談室  ：042-749-2177 
城山相談室 ：042-783-6188 
相模湖相談室：042-682-7020 
月～金曜日 
午前9時～午後5時 

小・中・義務教育 

学校出張相談 

面接 
1週間に1回又は2回 
午前10時～午後5時 

青少年教育カウンセラーを市
内全市立小・中・義務教育学
校に派遣し、その学校に在籍
する児童および生徒に関する
相談に応じ、児童および生徒、
保護者、教職員を支援する。
また、「欠席状況等通知書」の
内容に基づいて、学校と連携
を図る。 

全市立小・中・義
務教育学校の児
童生徒、保護者、
教職員 

要請相談 

学校からの要請を受け、日時を
調整の上実施 

青少年教育カウンセラー、
指導主事・社会福祉主事が
ケース会議、校内研修会等
に参加し、支援する。 

全市立小・中・義
務教育学校の児
童生徒、教職員、
保護者 

スクールソーシャ

ルワーカー（ＳＳ

Ｗ）との相談 

市内26中学校区にSSWを配置し、
拠点校・巡回校に対応 

長期欠席や問題行動等のケ
ースに対して、学校や関係
機関と連携・協働し、事態の
改善に向けて福祉的側面か
ら働きかけや支援を行う。 

全市立小・中・義
務教育学校の児
童生徒、教職員、
保護者 学校からの要請を受けて社会福祉

職が対応 

小学校・中学校 

相談指導教室 

月曜日 
午前10時～12時 
火～金曜日 
午前10時～午後3時 
※「シリウス」は月・水・金曜日の
午後3時 30分～午後6時 30分 

主に心因的な要因等による不
登校児童生徒のために学校以
外の支援の場である「相談指
導教室」において、不登校児
童生徒、保護者の支援や相談
を行う。 

相談指導教室
通室の児童生徒 

ヤングテレホン相

談 

TEL 042-755-2552 
月～金曜日 
午後3時 30分～午後9時 
土曜日 
午後1時～午後5時 
※年末年始、祝祭日を除く 
Eメールは24時間対応 
※返信には数日かかる 

青少年の抱えている悩み、心
配事、不安等について、青少
年本人や保護者からの電話・
Eメール相談に直接応じる。 

19 歳以下の青
少年（市内在住、
在学、在勤）とそ
の保護者 

Eメールアドレス：yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp 

就学相談 

月～金曜日 
午前 9時～午後 4時 30分 
電話での申込み 
TEL 042-704-8917 

教育的配慮を必要とする児
童の適切な教育の場や教育
環境について、保護者、学
校、教育委員会、関係機関等
で審議し、就学先について
判断する。 

次年度就学予
定児及びその
保護者 

巡回相談 
各小・中・義務教育学校を年間 2
～3回巡回する。学校への意向調
査をもとに日程調整を行う。 

児童生徒への支援や校内支
援体制の充実に向けた助
言・提案を行う。 

全市立小・中・
義務教育学校
の教職員 

 

mailto:yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp
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７ 所 在 地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○青少年相談センター中央相談室、相談指導教室『銀河』・『いずみ』・『シリウス』 
所 在 地 相模原市中央区中央３－１３－１３ 

電 話 ０ ４ ２ （ ７ ６ ９ ） ８ ２ ８ ５ （ 総 務 班 ）  

０ ４ ２ （ ７ ０ ７ ） ７ ５ ３ ７ （ 中 央 相 談 班 ）  

０ ４ ２ （ ７ ０ ４ ） ８ ９ １ ７ （ 教 育 支 援 班 ）  

０ ４ ２ （ ７ ６ ８ ） ２ ９ ７ ３ （ 銀 河 直 通 ）  

０ ４ ２ （ ７ ５ ６ ） ３ ７ ３ ０ （いずみ直通） 

ＦＡＸ ０ ４ ２ （ ７ ５ ８ ） ５ ２ １ ９  

○青少年相談センター南相談室、相談指導教室『若葉』・『すばる』 
所 在 地 相模原市南区相模大野５－３１－１ 

電 話 ０ ４ ２ （ ７ ６ ７ ） ５ ５ ７ ０ （ 南 相 談 班 ）  

０ ４ ２ （ ７ ６ ６ ） ８ ０ ０ ８ （ 若 葉 直 通 ）  

０ ４ ２ （ ７ ４ １ ） ３ １ ４ ０ （ す ば る 直 通 ）  

ＦＡＸ ０ ４ ２ （ ７ ４ １ ） ３ １ １ ４  

案 内 図 

 

消
防
署

相模原駅

市役所

相模原

市民会館

ウェルネス
相模原

あじさい
会館

相模原

市立体育館

国道16号

至
八
王
子

至
横
浜

至
橋
本

至
横
浜

至
上
溝

至
上
溝

JR横浜線

青少年相談センター中央相談
室

相談指導教室

 

案 内 図 

相模大野駅
小田急線

南
区
合
同
庁
舎

伊
勢
丹

青少年相談センター南相談室
相談指導教室「若葉」・「すばる」

南
消
防
署

神奈川県
高相合同庁舎

相模女子大

国
道
　
号
16

至
座
間

至
町
田

至
小
田
原

至
新
宿

至
藤
沢 至横浜

至八王子

 

至相模原駅 
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○青少年相談センター城山相談室 
所 在 地 相模原市緑区久保沢 1－３－１ 

電 話 ０ ４ ２ （ ７ ８ ３ ） ６ １ ８ ９ （ 緑 相 談 班 ・ 城 山 相 談 室 ）  

ＦＡＸ ０ ４ ２ （ ７ ８ ３ ） ６ １ ８ ９  

案 内 図 

至
橋
本

青少年相談センター城山相談室

交番

ＪＡ会館

国道４１３号線
至
城
山

至
上
大
島

国道４１３号線

城山総合事務所第２別館２階
川尻小学校

 ○相談指導教室『はるばやし』 
所 在 地 相模原市緑区久保沢２－４－２０ 

電 話    ０ ４ ２ （ ７ ８ ３ ） ５ １ ５ ６  

ＦＡＸ     ０ ４ ２ （ ７ ８ ３ ） ６ １ ７ ７  

案 内 図 

相談指導教室「はるばやし」」

交番

ＪＡ会館

国道４１３号線
至
城
山

至
上
大
島
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○相談指導教室『大地』 
所 在 地 相模原市中央区淵野辺２－８－４０ 

電 話     ０ ４ ２ （ ７ ５ ２ ） ０ ６ ２ ４  

ＦＡＸ      ０ ４ ２ （ ７ ５ ２ ） ０ ６ ２ ４  

案 内 図 

淵野辺駅

大野北中学校

至
横
浜

至
横
浜

至
八
王
子

JR横浜線

至
橋
本

至
横
浜

淵野辺

北口

南口

鹿沼台 国道16号

大野北

入口相談指導相談室
「大地」

 

○青少年相談センター相模湖相談室、相談指導教室『かつら』 
所 在 地 相模原市緑区与瀬８９６ 

電 話 ０ ４ ２ （ ６ ８ ４ ） ３ ２ ６ ０ （ 緑 相 談 班 ・ 相 模 湖 相 談 室 ）  

０ ４ ２ （ ６ ８ ４ ） ３ ２ ６ ４ （ か つ ら 直 通 ）  

ＦＡＸ ０ ４ ２ （ ６ ８ ２ ） ７ ０ ２ １   

 
案 内 図 
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Ⅱ 令和４年度青少年相談センター事業状況 

１ 教育相談 

（１）来所相談・電話相談 

延べ相談受理件数は､16,221 件であり、前年度より 860 件（約 5.6％）の増となっている。

令和 4 年度は、青少年教育カウンセラーが増員となったことや新型コロナウイルス感染症

の影響が比較的少なかったこともあり、前年度と比較して受理件数が増えたものと考えら

れる。     

相談対象者別では、小・中学生に関する相談が 13,609 件で、全体の約 83.9％を占めてい

る。 

相談内容別では､「不登校」、「登校しぶり」に関する相談が多く、10,329 件で､全体 

の約 63.7％となっている。また、次に多いのは「性格・行動上の問題｣｢発達に関する問題｣

であり、令和 3 年度と同様の傾向となっている。 

小学校では「登校しぶり」の割合が前年比で 3,1%減少し、一方、「不登校」は、1.2%増加

した。中学校では、「登校しぶり」「不登校」の割合は、前年度とほぼ変わらなかった。この

他、「親子関係」「友人関係」「神経・精神の問題」「家族関係」など、相談内容は多岐にわた

っていることからも、一つひとつの相談内容が複雑化する傾向が続いている。 

 

○相談受理状況（R4.4.1～R5.3.31）        （単位：人）  ※（ ）は令和 3 年度 

区 分 
来所相談 電話相談 合   計 

受理件数 延べ件数 受理件数 延べ件数 受理件数 延べ件数 

中央相談室 2,135 6,773 294 454 2,429 7,227 

南相談室 1,563 5,134 101 188 1,664 5,322 

城山相談室 286 2,085 31 131 317 2,216 

相模湖相談室 88 1,319 11 137 99 1,456 

合  計 
4,072 

 (3,691) 

15,311 

(14,285) 

437 

(455) 

910 

(1,076) 

4,509 

(4,146) 

16,221 

(15,361) 

 

ｎ*96/ 

 

3 

5,863 
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21 

4,285 

7,042 

1,981 

665 
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令和3年度15,361件 令和2年度13,994件
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就学前 小学生 中学生 高校生 その他

○相談対象の内訳（延べ数）

令和4年度16,221件 令和3年度15,361件
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○相談者の内訳（R4.4.1～R5.3.31）  ○主な相談内容別状況（R4.4.1～R5.3.31） 

〇相談者の内訳（R4.4.1～R5.3.31）  〇主な相談内容別状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（全延べ件数※小中学生以外含む）         

相 談 者 延べ件数 割  合  相談内容 延べ件数 割 合 

本  人 7,653  47.17％  登校しぶり 5,193 32.0% 

保 護 者 8,178 50.42％  不登校 5,136 31.7% 

教 職 員 14  0.08％  性格･行動上の問題 2,086 12.9% 

そ の 他 376 2.32％  発達に関する問題 1,713 10.6% 

合  計 16,221 100％  学習に関する問題 401 2.5% 

    養育に関する問題 389 2.4% 

    その他 1,303 8.0% 

    合 計 16,221 100% 

 

○主な相談内容別状況（小学生延べ件数）     ○主な相談内容別状況（中学生延べ件数） 

（R4.4.1～R5.3.31）              （R4.4.1～R5.3.31） 

相談内容 延べ件数 割 合  相談内容 延べ件数 割 合 

登校しぶり 1,866  30.3%  不登校 3,106  41.7% 

不登校 1,296  21.0%  登校しぶり 2,559  34.4% 

性格･行動上の問題 1,235 20.0%  性格･行動上の問題 593  8.0% 

発達に関する問題 1,026  16.7%  発達に関する問題 469  6.3% 

養育に関する問題 226  3.7%  学習に関する問題 199 2.7% 

学習に関する問題 187  3.0%  神経･精神の問題 103 1.4% 

家族関係 54 0.9%  親子関係 56 0.8% 

その他 273  4.4%  その他 361  4.8% 

合 計 6,163 100%  合 計 7,446  100% 

 

（２）学校出張相談 

 ア 小学校出張相談 

小学校出張相談の延べ受理件数は 28,961 件で、令和 3 年度の 26,897 件に対して、2,064 件

(約 7.7％）の増加となった。令和４年度は、来所・電話相談と同様、青少年教育カウンセラー

が増員となったことや新型コロナウイルス感染症の影響が比較的少なかったこともあり、前年

度と比較して受理件数が増えたものと考えられる。 

相談内容別では、令和 3 年度と同様「コンサルテーション他」が最も多く、全体の約 21.4％

を占めている。令和 4 年度は、次いで「性格・行動上の問題」の件数が多く、その次に「授業観

察等」が多い結果となった。「登校しぶり」については、令和 3 年度と比較して多少増加した（約

1.1％）。 

また、来談者別でみると、児童の割合が 39.38％と最も高く、次いで教職員 37.75％、保護者

が 22.0％となっており、令和 3 年度とほぼ同様の結果となっている。 
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○延べ件数の内訳（来談者）（R4.4.1～R5.3.31） 

      児 童 保護者 教職員 その他 合 計 

延べ件数 11,406 6,373 10,934   248  28,961 

割  合 39.38% 22.0% 37.75% 0.8% 100％  

 

○室別受理状況（単位：件）      ○主な相談内容別状況（延べ相談件数）（単位：件） 

（R4.4.1～R5.3.31）          （R4.4.1～R5.3.31） 

区分 受理件数 延べ件数  相談内容 延べ件数 割合 

中央相談室 9,433 10,892  コンサルテーション他 6,198 21.4% 

南相談室 7,501 8,664  性格・行動上の問題 4,688 16.2% 

城山相談室 3,315 4,154  授業参観等 4,659 16.1% 

相模湖相談室 4,758 5,251  登校しぶり 3,514 12.1% 

合  計 25,007 28,961  発達に関する問題 3,256 11.2% 

    ふれあい 1,895 6.5% 

    不登校 1,257 4.3% 

    その他 3,494 12.1% 

    合 計 28,961 100% 

 

 

 

イ 中学校出張相談 

中学校出張相談の延べ相談受理件数は19,293件であった。令和3年度は20,004件で、件数的に

は711件（約3.6％）の減少である。延べ相談件数は、全体としては減少したものの、来談者別

の内訳を見ると、生徒及び保護者の相談件数はそれぞれ減少しているが、教職員の相談は増え

ている。前年度に引き続き、教育相談や生徒理解において、心理の専門家である青少年教育カ

ウンセラーに大きな期待が寄せられていることがうかがえる。 

相談内容別では、令和3年度と同様「コンサルテーション他」が最も多くなっている。｢登校

しぶり｣「不登校」は、令和3年度と比べて割合は、ほぼ変わらない結果となった。 

 

 

 

○延べ件数の内訳（来談者）（R4.4.1～R5.3.31） 

      生 徒 保護者 教職員 その他 合 計 

延べ件数 7,415  2,384  9,308 186  19,293 

割  合 38.4％ 12.35% 48.24% 1.0% 100％  
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○室別受理状況（単位：件）       ○主な相談内容別状況（延相談件数）（単位：件） 

（R4.4.1～R5.3.31）           （R4.4.1～R5.3.31） 

区分 受理件数 延べ件数  相談内容 延べ件数 割合 

中央相談室 5,038 6,025  コンサルテーション他 4,756 24.7% 

南相談室 5,767 7,036  登校しぶり 3,394 17.6% 

城山相談室 1,949 2,905  不登校 2,764 14.3% 

相模湖相談室 2,944 3,327  授業参観等 2,281 11.8% 

合  計 15,698 19,293  性格・行動上の問題 2,037 10.6% 

    発達に関する問題 1,063 5.5% 

    ふれあい 502 2.6% 

    その他 2,496 12.9% 

    合 計 19,293 100% 

 

（３）要請相談 

       青少年相談センターでは､小・中・義務教育学校から要請を受けて青少年教育カウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカー、指導主事、社会福祉主事を学校に派遣している。具体的

には次のような内容となっている。 

○ ケース会議への参加  

○ 教職員・保護者等対象の研修会講師 

○ 児童・生徒・保護者への対応 

令和4年度､依頼を受けて学校を訪問した件数は､小･中・義務教育学校あわせて45件である。 

ケース会議参加が中心であり、なかでも、児童相談所や子育て支援センターと連携を図り、

虐待の対応のためのケース会議が増加している。 

また、児童・生徒・保護者への対応としては、学校における面談や夏季休業中など学校出

張相談期間外にも面接を継続して行ってほしいとの要請が多く、長期休業中の児童生徒への

支援の重要性が高まっている。 

 

○延べ件数の内訳（R4.4.1～R5.3.31） 

      ケース会議 面談 研修会講師 その他 合 計 

延べ件数 17 12 5 12 46 

割合 35.6％ 26.7％ 11.1% 26.7％ 100％ 
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（４）スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活動 

 

ア ＳＳＷ導入の経緯 

         児童・生徒の長期欠席や問題行動の背景には、心理面の他に、家庭環境の問題等が複雑に絡み

合っていると考えられ、その解決には、ケースに応じた組織的な対応が必要とされる。 

そこで、本市では平成23年度から文部科学省補助事業を活用し、事態の改善が図られていない

ケース等に対して、学校や関係機関と連携を図り、福祉的側面からの働きかけや支援、助言を行う

目的で、2名のＳＳＷを配置した。その後数回の増員を行い平成30年度には7名体制となり、令和4

年度は社会福祉主事4名を含む16名体制とした。 

ＳＳＷの勤務形態については、学校からの要請に応じて対応する「派遣型」から開始をした。平

成31年度9月からは「派遣型」に加え、不登校等の未然防止及び早期対応を図ることを目的として、

7名のＳＳＷが市内小学校7校で週1日の勤務を行う「配置校型」を導入した。更に令和3年度、学校

とＳＳＷがより密に連携をとることができる体制の構築、小・中学校連携サポートの強化を図るた

め、7名のＳＳＷそれぞれが2中学校区を巡回しながら支援する「拠点・巡回校型」を導入した。そ

れに伴い「派遣型」については、指導主事の業務を担っている社会福祉主事が業務を担当している。

令和4年度増員した5名については「拠点・巡回校型」として配置し、拠点・巡回校の支援拡大に取

り組んでいる。 

 
イ 令和4年度の活動実績                

 (ア) 相談件数（4月～3月）        

11,376件 
  小学生では6年生、中学校では 

3年生の対応件数が最も多い。 

  学年が上がるにつれて課題が大 

きくなる、中学校進学に向けて対 

応が必要となるといった理由が考 

えられる。 

 

 

 

（イ)  対象者の状況 

対応対象者は教員が最も多く、 

次いで本人となっている。 

  拠点・巡回校型の配置となり、 

学校での勤務時間が長くなったこ 

とで教員がより相談しやすい状況 

となったためと考えられる。また、 

本人についても同様に、直接関わ 

りをもつ機会が増加した。 

 

 

0

500

1000

1500

2000

対象児童生徒の学年（延べ件数）

0

2000

4000

6000

8000

本人 父 母 教員 他機関 地域 その他

対象者の状況



13 

(ウ) ＳＳＷ支援の主訴 

ＳＳＷが対応した主訴として

は、昨年度の傾向と同様に、不

登校が最も多い。次いで家庭環

境となっている。学校におい

て、不登校については対応に苦

慮している状況がうかがえる。

同じく、家庭環境についてもＳ

ＳＷの関わりに対するニーズが

高い。 

 

 

 

（エ）ＳＳＷの活動内容 

ＳＳＷが実際に行った活動で

は、情報共有が最も多い。件数

としては圧倒的に多く、教員か

らの相談に日常的に対応してい

ることがわかる。次いで授業観

察や会議となっており、対象者

の内訳と同様に、拠点・巡回校

型の配置となったことで教員と

の連携・児童生徒の状況把握を

直接行えるようになったと考え

られる。 

 

 

ウ 成果と課題 

 平成23年度より導入したＳＳＷだが、増員を重ね、配置変更を行ってきた。派遣校型の導入当初と

比較すると対応件数は年々増加しており、拠点・巡回校型へ配置を変更したことで学校にとって身近

な存在になってきていることがわかる。 

学校に対してはＳＳＷの役割や活用方法について周知を図ってきたが、その専門性や業務内容につ

いては分かりにくい部分も多いとの現場からの声もあり、ＳＳＷの支援が児童生徒の状況改善に繋が

るために、学校へ対してのはたらきかけについては今後より一層の工夫が必要である。また、合わせ

て地域や保護者への周知も必要であると考えている。 

また、今年度は大幅な人員増加をしたこともあり、人材育成についての仕組を整えることや、多様

化・複雑化するケースへの対応を行うためには継続的な資質向上の取組も必須となるため、今後検討

を行っていく必要がある。 
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 ２ 不登校対策・対応 

 
（１）相談指導教室通室 

相談指導教室は、様々な要因(主に心理的要因)により学校を長期にわたり欠席している児童・生徒

に対し、個々の状況に応じた学校復帰や社会的自立支援へ向けた指導及び援助を行うことを目的とす

る通室制教室である。（平成 3年度「銀河」・平成 5年度「若葉」・平成 12年度「いずみ」・平成 18年

度「大地」「やまびこ」「かつら」・平成 19年度「やまぶき」「はるばやし」「すばる」設置・平成 28年

度「やまびこ」「やまぶき」を「かつら」に統廃合・令和 5年 5月 22日に「シリウス」を開設） 

① 対象児童・生徒 

相模原市立小・中・義務教育学校に在籍及び相模原市在住で相模原市立学校以外の義務教育諸

学校に在籍している児童・生徒で心因的な要因による不登校児童・生徒（さらに「シリウス」は、

起立性調節障害等で従来の相談指導教室に通室が困難な児童・生徒を対象とする）。 

② 教室形態 

ア 不登校児童・生徒の実態を踏まえ、通室による集団への適応を重視する。 

イ 相談指導教室には、相談指導教室運営員（室長、室長代理）・青少年教育カウンセラー・相談

指導教室支援員及び相談指導教室ボランティアを配置し、個々の児童・生徒の状態に応じた教

育活動を行う。 

③ 通室・通室終了手順 

ア 相談指導教室の通室は、本人・保護者が青少年相談センターでの継続相談を行う中（「シリウ

ス」のみ継続相談は必須ではない）で、見学・体験、教室担当主事による面接を経て、在籍校

の校長の申請を受け、教育委員会が判断する。 

イ 相談指導教室の通室終了は、在籍校の校長の申請を受け、教育委員会が判断する。 

④ 指導の方針 

ア 指導者との心のふれあいを深めながら、安心できる環境と共生的な基盤に立って十分に受容

される人間関係を図るようにする。 

イ 児童・生徒一人ひとりの成長・発達を援助する指導の観点と計画を用意するとともに、多様

性と個性に応じた指導内容を編成する。 

ウ 個別指導と小集団での活動を交えながら情緒の安定・生活習慣の確立・対人関係等の改善を

図る。 

エ 小集団活動を通して、集団活動への参加意欲を養い、社会的自立に向けた支援を行う。 

⑤ 指導内容 

教育相談、生活相談、各教科、道徳、特別活動、体験活動等を弾力的に設定する。 

⑥ 指導方法 

ア 個別指導（個々の児童・生徒の状態に応じた指導） 

イ 小集団指導（集団への適応を図る指導） 

ウ その他、児童・生徒の状態に応じた指導 

⑦ 保護者への相談・指導 

家庭生活と親子関係についての相談・助言を行う。 

⑧ 指導日数 

ア 原則として学校開校日と同じ日数とする（「シリウス」は、学校開校日のうち、火曜日と木曜

日は閉室）。ただし、各学期の始業式と終業式や、修了式は閉室とする。学期の初日、最終日は

午前日課とする。 

イ 学校開校日に通室した児童・生徒については出席扱いとする。 



通室状況（小学校） 令和5年3月 （単位：人）

性別 1年 2年 3年 4年 5年 6年
男女別
計

合計

男 - - - - 2 2 4

女 - - - 2 4 1 7

男 - 1 2 1 2 - 6

女 1 - 1 - 3 1 6

男 - - - - - - 0

女 - - - - - - 0

男 - - - - - - 0

女 - - - - 1 - 1

男 0 1 2 1 4 2 10

女 1 0 1 2 8 2 14

通室状況（中学校） 令和5年3月 （単位：人）

性別 1年 2年 3年
男女別
計

合計

男 1 4 6 11

女 2 9 8 19

男 - 2 2 4

女 1 3 8 12

男 1 5 3 9

女 2 3 5 10

男 2 2 3 7

女 - 1 2 3

男 - 1 2 3

女 2 7 2 11

男 4 14 16 34

女 7 23 25 55

相談指導教室職員構成 令和5年3月 （単位：人）

銀河 大地 若葉 かつら はるばやし すばる いずみ

2 2 2 1 2 1 2

1 - 1 1 1 - -

2 2 2 2 2 2 2

5 4 5 4 5 3 4

いずみ 11

すばる 12

かつら 0

はるばやし 1

計 24

銀河 30

大地 16

若葉 19

かつら 10

青少年教育カウンセラー

相談指導教室支援員

計

はるばやし 14

計 89

相談指導教室運営員
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（２）相談指導教室ボランティアの派遣 
不登校児童・生徒のきょうだい世代にあたる大学生、大学院生等を相談指導教室ボランティア

として派遣し、個々にあった支援活動を行うことにより、自主性や社会性の伸長を援助したり、

対象の児童・生徒の学校復帰をめざしたりした。 
   ア ボランティア配置先 

・中学生相談指導教室「大地」 
・小・中学生相談指導教室「はるばやし」 
・中学生相談指導教室「若葉」 

   イ ボランティア活動者数      3名 

   ウ 相談指導教室での活動 
           ・活動期間及び時間   令和 4年 4月から令和 5年 3月まで 

                                午前 10時から 12時まで   午後 1時から 3時まで 
   エ 資格及び決定 

心理学、教育学、社会福祉学、社会学等を学び、カウンセリングや不登校の児童・生徒と
のふれあいに関心がある大学生、大学院生及びさがみ風っ子教師塾塾生等であること。熱意

のある人格円満な者で、定期的・継続的に（週 1 回程度 6 か月～1 年間程度）活動に参加で
きる者の中から、面接により青少年相談センター所長が適任と認めた者。 

   オ 成果と課題 
・いずれの相談指導教室も対人関係が固定しがちであるが、ボランティアがかかわることに
より、新鮮さが感じられるとともに対人関係における児童・生徒の適応の幅が広がった。 

・児童・生徒は、自分達と年齢が近いことで、親しみをもって会話や活動ができ、ボランテ
ィアを心待ちにする姿が見られた。 

・ボランティアの特技など、それぞれの持つ特性を生かし、活動の幅が広がった。 
・個別指導の場で、一人ひとりへの支援がより充実し、きめ細やかな対応ができた。 
・児童・生徒のかかわりで、スタッフとは違う視点が見えてくることがあった。 
・相談指導教室の環境（主に部屋の大きさ）により、密になる状況も考えられるため、ボラ
ンティアを受け入れられる教室が限られる。 

・今後、多様な支援を行えるようボランティアの募集対象を学生等から拡充する必要がある。 
 

（３）ふれあい体験活動・チャレンジ教室（R4.4.1～R5.3.31） 

不登校や登校をためらいがちな児童・生徒及び集団不適応など共通の悩みを持つ児童・生徒及
びその保護者を対象に、ふれあい体験活動（2回）やチャレンジ教室（4回）を行った。 

この事業は、人間関係づくりや主体的な活動を通して、達成感・成就感・自己の存在感を味わ
い、集団への適応力を高めることを目的として実施したものである。 
 

実

施 

回

数 

ふれあい体験活動（1回目） 

（第 1回チャレンジ若あゆ） 

ふれあい体験活動（2回目） 

（第 2回チャレンジ若あゆ） 

実

施

日 

7月 9日（土）       11月 5日（土） 

場

所 
相模川自然の村野外体験教室「若あゆ」 相模川自然の村野外体験教室「若あゆ」 

活

動 

内

容

等 

自然体験活動 

 

自然体験活動 

 

参

加 

人

数 

児童・生徒：16人 

保護者    ： 8人 

 

児童・生徒：33人 

保護者    ：10人 
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実

施 

回

数 

チャレンジ教室 

（1回目） 

チャレンジ教室 

（2回目） 

チャレンジ教室 

（3回目） 

チャレンジ教室 

（4回目） 

実

施

日 

5月 14日（土）       6月 25日（土）       10月 15日（土）       11月 19日（土）       

場

所 

青少年相談センター 

中央相談室 

青少年相談センター 

城山相談室 

青少年相談センター 

津久井中央公民館 

青少年相談センター 

中央相談室 

活

動 

内

容

等 

・スライムづくり 

・輪投げ 

・プラバンづくり 

・ストローロケット 

・竹のクラフト 

・チャレンジドミノ 

・くるくる磁石人形 

・すっとびストロー 

参

加 

人

数 

児童・生徒：4人 

保護者    ：0人 

 

児童・生徒：9人 

保護者    ：0人 

 

児童・生徒：4人 

保護者    ：0人 

 

児童・生徒：3人 

保護者    ：0人 
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（４）だれもが行きたくなる学校づくり研修（R4.4.1～R5.3.31） 

不登校対策に向けた取組の一環として、教職員を対象に不登校の未然予防と対応についての

理解を深め、各校の取組の充実を図る一助とする目的で研修を実施した。内容は、不登校対応

について未然防止、早期発見・早期対応の視点から実践的な内容とし、その成果を学校で活か

せるようにした。 

 

月 日  時 間  会 場 内  容 講師等 参加者  

6 月 7 日（火） 
15：00～ 
17：00 中央相談室 

パネルディスカッション 

「～支援の窓口担当の役割とは～」 

 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 
ハイブリットで実施 

・青少年相談セ

ンター指導主事 

・市内教職員 
 １８名 

7 月 25 日（月） 
7 月 29 日（金） 

8 月 5 日（金） 

10：00～ 
12：00 

城山相談室 
南相談室 
中央相談室 

「支援の汎用的スキルと様々な対応」 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 
25 日はハイブリット 
29 日、8 月 5 日はオンラインで実施 

 

・青少年相談セ

ンター指導主事 

  ９名 
 １１名 
 １１名 

9 月 6 日（火） 

 
15：00～ 
17：00 

中央相談室 

 
「教育と福祉の連携」 

 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 
オンラインで実施 

・青少年相談セ
ンター指導主事 
・南子育て支援
センターSV 

１０名 

11 月 7 日（月） 
15：00～ 
17：00 

教育会館 

 

「医療相談と医療との連携～」 
 

・青少年相談セ

ンター指導主事 

・北里大学精神

科医 

３２名 

 2月 21日（火） 
15：00～ 
17：00 

中央相談室 

 
パネルディスカッション 

「～よりよい支援体制とは～」 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

ハイブリットで実施 
 

・青少年相談セ

ンター指導主事 

・市内教職員 
２５名 

  
 

（５）不登校を考えるつどい（R4.4.1～R5.3.31） 

   保護者、児童・生徒を対象とし、不登校に関わる話題や進路に関する情報提供をしたり、不登

校経験者からの体験談などを聞いたり、また、保護者同士の話合いを通し、家庭における対応の

あり方について考えたりする機会とした。 

回 日 程 時 間 テーマ 会  場 参加者 

1 5/14（土） 
10：00～ 

12：00 

「不登校の理解」 

「相談指導教室について」 

・青少年相談センター職員の講話    

青少年相談センター 11名 

2 

6/25（土） 
14：00～ 

16：00 
「様々な進路選択と学びの場」 

・入試制度の概要について 

青少年相談センター職員 

・フリースクールの情報提供 

   フリースクール職員 

城山総合事務所 

第２別館 
16名 

7/2（土） 
10：00～ 

12：00 
青少年相談センター 26名 

8/4（木） 
18：30～ 

20：30 
南区合同庁舎 17名 

3 10/15（土) 
14：00～ 

16：00 

「家庭での過ごし方について」 

・青少年教育カウンセラーの講話 
津久井中央公民館 11名 

4 11/19（土） 
14：00～ 

16：00 

「家庭と学校の協力について」 

・青少年教育カウンセラーの講話 

・青少年教育カウンセラーの講話 

青少年相談センター 18名 

5 2/11（土） 
14：00～ 

16：00 

「明日に向かって」 

・本人・保護者の体験談 
青少年相談センター 24名 

 



（６）「欠席状況等通知書」状況（相模原市の独自集計による）

○令和４年度　学年別不登校状況の推移（小学校）

○令和４年度　学年別不登校状況の推移（中学校）

　下のグラフは、学校教育法施行細則に基づき、市内の小中学校から教育委員会に毎月提出されている
「欠席状況等通知書」で報告された児童・生徒数を集計したものである。
　報告の対象は継続、断続を問わず、病気、家庭事情などの事由ではない欠席日数が7日以上の不登校の
児童・生徒である。

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

小１ 4 5 14 9 9 12 12 10 12 17 17

小２ 12 16 27 27 34 32 33 31 35 45 38

小３ 17 23 35 27 36 39 43 37 36 49 41

小４ 39 43 57 39 61 62 73 69 70 82 81

小５ 48 67 81 51 86 89 98 90 101 114 105

小６ 51 71 87 64 91 94 103 109 106 112 99

0

20

40

60

80

100

120

令和４年度 小学校学年別 不登校者数
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○小学6年から中学1年への年度別・月別推移

中２
中３

○令和３・４年度の2月　長期欠席者　学年別比較

小学６年
中学１年

21年度中1

20年度中1

22年度中1

４

月

５

月

６

月

７

月

９

月

１０

月

１１

月

１２

月

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

７

月

９

月

１０

月

１１

月

１２

月

１

月

２

月

３

月

R3小6～R4中1 60 68 80 69 82 85 92 97 95 109 89 78 125 153 129 192 221 217 229 234 268 257

R2小6～R3中1 0 0 50 55 62 70 73 79 80 92 82 51 81 113 104 141 157 174 188 197 217 213

0

50
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150

200

250

300人

R3小6～R4中1

R2小6～R3中1

小学6年生

中学1年生

小学6年～中学1年での長期欠席者の推移

中学入学

17

45 49
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114 112
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3…

460

23 23
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325
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人

Ｒ４ Ｒ３

●中学入学後１学期までに徐々に増える。９月には増加率が大幅に上昇し、年度末には約３倍強近くに
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○　30日以上欠席の不登校者　　（平成25年度以降）

＜表1＞　相模原市　公立　　30日以上の不登校者数

年度 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計

25 36,310 17,964 54,274 193 716 909 0.53% 3.99% 1.67%

26 36,093 17,880 53,973 252 725 977 0.70% 4.05% 1.81%

27 35,681 17,169 52,850 169 652 821 0.47% 3.80% 1.55%

28 35,026 17,158 52,184 214 721 935 0.61% 4.20% 1.79%

29 35,883 16,835 52,718 252 830 1,082 0.70% 4.93% 2.05%

30 35,604 16,700 52,304 247 833 1,080 0.69% 4.99% 2.06%

1 35,258 16,601 51,859 302 825 1,127 0.86% 4.97% 2.17%

2 34,658 16,817 51,475 372 868 1,240 1.07% 5.16% 2.41%

3 34,295 16,816 51,111 438 929 1367 1.28% 5.52% 2.67%

＜表2＞　神奈川県　国公私立　　30日以上の不登校者数

年度 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計

25 459,278 209,923 669,201 2,179 6,802 8,981 0.47% 3.24% 1.34%

26 456,741 210,296 667,037 2,443 6,920 9,363 0.53% 3.29% 1.40%

27 454,730 209,696 664,426 3,307 6,617 9,924 0.73% 3.16% 1.49%

28 463,514 235,185 698,699 2,802 8,071 10,873 0.60% 3.43% 1.56%

29 462,637 232,006 694,643 3,255 8,983 12,238 0.70% 3.87% 1.76%

30 462,368 227,843 690,211 3,781 9,437 13,218 0.82% 4.14% 1.92%

1 460,022 226,202 686,224 4,616 10,091 14,707 1.00% 4.46% 2.14%

2 455,781 227,266 683,047 5,175 9,533 14,708 1.13% 4.19% 2.15%

3 452,120 229,331 681,451 6,346 10,907 17,253 1.40% 4.76% 2.53%

＜表3＞　全国　　国公私立　　30日以上の不登校者数

年度 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計

25 6,676,920 3,552,455 10,229,375 24,175 95,442 119,617 0.36% 2.69% 1.17%

26 6,600,006 3,520,730 10,120,736 25,866 97,036 122,902 0.39% 2.76% 1.21%

27 6,543,104 3,481,839 10,024,943 27,583 98,408 125,991 0.42% 2.83% 1.26%

28 6,491,834 3,426,962 9,918,796 30,448 103,235 133,683 0.47% 3.01% 1.35%

29 6,463,416 3,357,435 9,820,851 35,032 108,999 144,031 0.54% 3.25% 1.47%

30 6,451,187 3,279,186 9,730,373 44,841 119,687 164,528 0.70% 3.65% 1.69%

1 6,395,842 3,248,093 9,643,935 53,350 127,922 181,272 0.83% 3.94% 1.88%

2 6,333,716 3,244,958 9,578,674 63,350 132,777 196,127 1.00% 4.09% 2.04%

3 6,262,256 3,266,896 9,529,152 81,498 163,442 244,940 1.30% 5% 2.60%

（中学校には、中等教育学校前期課程を含む）

○　不登校率の推移（国や県との比較）

在籍数 不登校者数 不登校率

(７)　「児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）より

在籍数 不登校者数 不登校率

在籍数 不登校者数 不登校率

0.47%

0.61% 0.70%

0.69%
1.07%
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1.00%
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３ ヤングテレホン相談 

令和４年度の総受理件数は 239 件で、電話による相談が 179 件、E メールによる相談が 

60 件となっている。電話による相談は前年度に比べ 24 件増加、E メールによる相談は 4 件

増加しており、全体的に昨年より増加している。 

平成 29 年度から、開設時間を平日午後 3 時半から午後 9 時まで及び土曜午後 1 時から午

後 5 時までとしたが、相談における入電状況は、平日は午後 3 時台から午後 6 時台にかけて

が多く、土曜はどの時間帯も同程度入電があった。なお、土曜の入電受理件数は 38 件（全

体の約 19％）だった。 

相談内容別にみると、無言電話を除くと前年度と同様に、「性に関すること」が最も多く 

なっている。令和 4 年度は、「いじめに関する相談数」はわずかに減少し、「自殺念慮を把握 

した相談数」は増加した。 

また、話し相手になって欲しいというニーズは依然多いため、一つひとつの電話に対して 

傾聴、受容しつつ、相談者がよりよい方向に進んでいけるよう支援していきたい。 

 

○相談内容受理件数（R4.4.1～R5.3.31） 

相談内容 件数 割合 相談内容 件数 割合 

性に関すること 35 14.6％ 養育に関する問題 7 2.8％ 

話したい 24 10.0％ 教師との関係 7 2.9％ 

神経・精神の問題 18 7.5％ 相談の問い合わせ 6 2.5％ 

友人関係 17 7.1％ その他（項目以外） 21 8.8％ 

不登校 12 5.0％ その他（身上問題） 14 5.9％ 

いじめ 10 4.2％ その他 28 11.7％ 

登校しぶり 10 4.2％ 無言電話 30 12.6％ 

   合計 239 100.0％ 

 

 

○相談対象者別相談受理件数 
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○時間帯別相談受理件数（電話相談） 
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４ 就学相談 

（１）相談業務 

①就学相談 

相談方法・時間 主 な 内 容 対  象 

月～金曜日 
午前 9時～午後 4 時 30 分 
電話で申込み 
 
TEL 

042-704-8917 

教育的配慮を必要とする児

童の適切な教育の場や教育

環境について、保護者、学校、

教育委員会、関係機関等で審

議し、就学先について判断す

る。 

・次年度就学予定児及びその保

護者 

＊医療的ケア等の合理的配慮が

必要で、早期からの相談が必要

な場合は、別途対応する。 

 

・相談等件数 （R4.4.1～R5.3.31） 

   

 

 

 

 

②巡回相談 

相談方法・時間 主 な 内 容 対  象 

各小・中学校及び義務教育

学校を年間 2～3回巡回 

学校への意向調査をもと

に日程調整 

児童生徒への支援や校内支

援体制の充実に向けた助言・

提案を行う。 

全市立小・中学校及び義務教育学

校（管理職、支援教育コーディネ

ーター、担任等） 

    

・相談件数 （R4.4.1～R5.3.31） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通級指導教室 

 ① サポートルーム（情緒障害） 

ア 目的 

  児童生徒の状況や課題に応じた個別指導やグループ指導を行い、コミュニケーション力や

感情をコントロールする力を育てたり、学校生活や社会生活への適応力を高めたりする。 

イ 対象児童生徒 

相模原市立小・中学校及び義務教育学校の通常の学級に在籍する児童生徒のうち、対人関

係やコミュニケーションについての支援が必要な児童生徒とする。 

就学相談申し込み件数  319 

教育支援委員会審議件数 269 

事前の電話相談件数 127 

小学校相談件数 194 

中学校相談件数 82 

義務教育学校相談件数 4 

合計 280 
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ウ 教室の設置校及び通級対象校 

設置校 通級対象校（在籍校） 

弥栄小学校 
向陽小、大野北小、淵野辺小、淵野辺東小、中央小、富士見小、共和小、

並木小、弥栄小、青葉小、光が丘小 

上溝小学校 
小山小、清新小、横山小、星が丘小、陽光台小、上溝小、上溝南小、 

新宿小、田名小、田名北小 

上鶴間小学校 

 大野台中央小、大野台小、大野小、大沼小、若松小、鹿島台小、 

 谷口小、谷口台小、鶴の台小、南大野小、鶴園小、東林小、 

 くぬぎ台小、上鶴間小 

相武台小学校 
 夢の丘小、若草小、相模台小、桜台小、双葉小、麻溝小、新磯小、 

 もえぎ台小、緑台小、相武台小 

広陵小学校 

相原小、二本松小、当麻田小、川尻小、湘南小、広陵小、 

広田小、中野小、根小屋小、串川小、津久井中央小、桂北小、 

千木良小、内郷小、藤野小、藤野北小、藤野南小、 

青和学園（前期）、鳥屋学園（前期） 

宮上小学校  大沢小、旭小、橋本小、作の口小、大島小、九沢小、宮上小 

上溝中学校 小山中、清新中、田名中、上溝南中、上溝中、相陽中 

弥栄中学校 大野北中、共和中、中央中、由野台中、緑が丘中、弥栄中 

上鶴間中学校  大野台中、鵜野森中、大野南中、谷口中、新町中、東林中、上鶴間中 

若草中学校  麻溝台中、相陽中、相模台中、相武台中、若草中 

中沢中学校 
 相原中、相模丘中、中沢中、中野中、串川中、北相中、内郷中、 

藤野中、青和学園（後期）、鳥屋学園（後期） 

旭中学校 大沢中、内出中、旭中 

 

エ 通室児童・生徒数等 （R5.4.1 現在） 

 弥栄小  上溝小 上鶴間小 広陵小 相武台小 宮上小 小 計 

児童・生徒数 43 34 21 33 33 22 186 

学級数 4 3 2 3 3 2 17 

教員数 4 3 2 3 3 2 17 

 

 上溝中 弥栄中 上鶴間中 中沢中 若草中 旭中 中 計 

児童・生徒数 47 23 20 21 34 13 158 

学級数 4 2 2 2 3 1 14 

教員数 4 2 2 2 3 1 14 
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② きこえとことばの教室（言語障害・難聴） 

ア 目的 

児童の状況や課題に応じた個別指導を行い、ことばにかかわる力を育てたり、学校生活や

社会生活への適応力を高めたりする。 

イ 対象児童 

相模原市立小学校・義務教育学校（前期）の通常の学級に在籍する児童のうち、言語障害

（吃音、ことばの遅れ）、難聴、コミュニケーション障害、緘黙等の児童とする。 

ウ 教室の設置校および通級対象校   

設置校 通級対象校（在籍校） 

並木 

小学校 

田名小学校、光が丘小学校、上溝小学校、淵野辺小学校、中央小学校、並木小学

校、大野北小学校、上溝南小学校、共和小学校、陽光台小学校、横山小学校、田名

北小学校、青葉小学校、新宿小学校、富士見小学校、星が丘小学校、弥栄小学校 

橋本 

小学校 

向陽小学校、宮上小学校、相原小学校、清新小学校、橋本小学校、大島小学校、 

作の口小学校、旭小学校、二本松小学校、当麻田小学校、九沢小学校、大沢小学

校、小山小学校 

南大野

小学校 

東林小学校、南大野小学校、大沼小学校、谷口台小学校、大野小学校、鶴園小学

校、上鶴間小学校、若松小学校、谷口小学校、鹿島台小学校、大野台小学校、大野

台中央小学校、くぬぎ台小学校、淵野辺東小学校、鶴の台小学校 

桜台 

小学校 

新磯小学校、麻溝小学校、相模台小学校、相武台小学校、桜台小学校、緑台小学

校、双葉小学校、若草小学校、もえぎ台小学校、夢の丘小学校、 

中野 

小学校 

川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、中野小学校、根小屋小学校、

串川小学校、津久井中央小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校、藤野北

小学校、藤野小学校、藤野南小学校、青和学園（前期）、鳥屋学園（前期） 

 

エ 通室児童・生徒数等 （R5.4.1 現在） 

 南大野 桜 台 並 木 橋 本 中 野  計 

児童・生徒数 45 33 46 40 35 199 

言語 45 32 44 39 35 195 

難聴 0 1 2 1 0 4 

学級数 4 3 4 4 3 18 

教員数 4 3 4 4 3 18 
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５ 令和４年度研修会 

相談の内容が多様化、複雑化の傾向にある中で、より適切な相談活動を展開するために、事例研究

を中心とした研修会を開催した。 

 

（１）臨床心理研修会（R4.4.1～R5.3.31） 

○参 加 者：青少年教育カウンセラー、指導主事、社会福祉主事 

年度初めに希望調査を行い、2回目と 3回目はいずれかに参加 

  ○開催回数・開催日・依頼講師等 

 回 日    時 講師氏名（所属・勤務等） 会  場 

講義 

A 
① 5月 23日（月）15:00～17:00 

立教大学 現代心理学部 

教授 大石 幸二 先生 

オンライン 

（各相談室） 

講義 

B 
② 

8月 1日（月） 

15：00～17：00 

NPO法人 SHIP 代表 

星野 慎二 氏 

教育会館 

大会議室１ 

講義 

C 
③ 

12月 5日（月） 

15:00～17：00 

法政大学 現代福祉学部 

教授 小野 純平 先生 

産業会館 

大研修室 

 

（２）相談指導教室研修会（R4.4.1～R5.3.31） 

○参 加 者：相談指導教室担当職員（室長・相談指導教室支援員・青少年教育カウンセラー）、指導

主事、社会福祉主事 

○開催回数・開催日・依頼講師等 

回 日    時 講師氏名（所属・勤務等） 会  場 

① 5月 9日（月）14:00～16:00 
教育センター 学習・情報班 

指導主事 

総合学習センター 

PCルーム 

② 9月 5日（月）14:00～16:00 
東海大学 

教授 芳川 玲子 先生 
オンラインにて実施 

③ 12月 12日（月）14:00～16:00 青少年相談センター 指導主事  オンラインにて実施 

 

（３）精神科医が加わるケースカンファレンス（R4.4.1～R5.3.31） 

○参 加 者：青少年教育カウンセラー、指導主事、社会福祉主事 

○開催回数・開催日・依頼講師等  

回 日    時 講師氏名（所属・勤務等） 会  場 

① 8月 29日（月）15:00～17:00 

北里大学病院 

精神科医 神谷 俊介 先生 

教育会館 

大会議室１ 

② 10月 17日（月）15:00～17:00 
教育会館 

大会議室１ 

③ 2月 6日（月）15:00～17:00 
産業会館 

大研修室 
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（４）グループスーパービジョン（R4.4.1～R5.3.31） 

○参 加 者：青少年教育カウンセラー、指導主事、社会福祉主事 

○開催回数・開催日・依頼講師等  

回 日    時 講師氏名（所属・勤務等） 会  場 

① 

6月 13日（月）13:00～17:00 
東海大学 

教授 芳川 玲子 先生 
青少年相談センター 

6月 13日（月）13:00～17:00 
社会福祉法人 真生会  

理事長 青木 紀久代 先生 

青少年相談センター 

城山相談室 

② 

9月 26日（月）13:00～17:00 
社会福祉法人 真生会 

理事長 青木 紀久代 先生 
青少年相談センター 

9月 26日（月）13:00～17:00 
東海大学 

教授 芳川 玲子 先生 

相模原市 

南区合同庁舎 

③ 

11月 14日（月）13:00～17:00 
社会福祉法人 真生会 

理事長 青木 紀久代 先生 

相模原市 

南区合同庁舎 

11月 21日（月）13:00～17:00 
東海大学 

教授 芳川 玲子 先生 

青少年相談センター 

城山相談室 

 

（５）地域医療連携コンサルテーション（R4.4.1～R5.3.31） 

○参 加 者：青少年教育カウンセラー、指導主事、社会福祉主事、許員（希望者） 

○開催回数・開催日・依頼講師等 

回 日    時 講師氏名（所属・勤務等） 会  場 

① 11月 7日（月）15:00～17:00 
北里大学病院 

精神科医 神谷 俊介 先生 
教育会館大会議室 

 

（６）スクールソーシャルワーカー研修会（R4.4.1～R5.3.31） 

○参 加 者：スクールソーシャルワーカー、指導主事、社会福祉主事 

○開催回数・開催日・依頼講師等  

回 日    付 講師氏名（所属・勤務等）、会場、時間 

① 4月 22日（金） 

東京学芸大学 講師 

 梅山 佐和 先生 

青少年相談センター 

13：00～15：00 

② 6月 24日（金） 

③ 9月 16日（金） 

④ 12月 16日（金） 

⑤ 3月 10日（金） 
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６ 関係機関との連携 

 

様々な要因が複雑に絡み合って発生する青少年の問題行動への適切な対応を図るため、各種会議

に参加し連携した。 

 

（１）青少年相談センター運営協議会（R4.4.1～R5.3.31） 

月 日 内 容 会 場 出 席 機 関 

8月 3日（水） 

・令和 4年度青少年相談セン

ター運営方針について 

・令和 3年度青少年相談セン

ター事業状況について 

書面会議 

市民生・児童委員協議会 

市保護司会協議会 

相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

フリースクール鈴蘭学園 

さがみはら若者サポートステーション 

神奈川県警察 少年相談・保護センター 

東京学芸大学 

市立小学校長会 

市立中学校長会 

相模原地区高等学校長会 

こども・若者支援課 

中央子育て支援センター 

陽光園 

児童相談所 

学校教育部 

3月 7日（火） 

・令和 3 年度不登校者数等に

ついて 

・令和 4年度不登校対策プロ

ジェクト施策について 

書面会議 

 

 

７ 広報・啓発活動状況 

 

（１）令和４年度青少年相談センター要覧 
○青少年相談センターの業務内容・統計等をまとめ、当所の紹介資料とした。 

○発行日 令和 4年 7月 1日 

○発行冊数 40冊     

○配布先 市関係機関、県下関係機関等 

 

（２）所報「てんとうむし」 
   ○相談業務の中から浮かび上がってくる今日的な課題等を公表し、その啓発を図った。 

222号 令和 4年 8月 「つながる～青少年教育カウンセラー」 

223号 令和 5年 1月 「つながる～相談指導教室≪ICT 活用編≫」 

○発行部数 222号：476部、223号：845部     

 ○配布先 市関係機関等 

 

（３）ヤングテレホンＰＲ用カード 
〇市内公立小・中・義務教育学校、市内私立学校、県立高等学校、特別支援学校及び関係機関に

配布し、様々な悩みを抱える青少年やその保護者への周知を図る。 
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Ⅲ 青少年相談センターの沿革 

年 月 日 主 な で き ご と 

昭和 39 年 6 月 27 日 市立青少年相談所（社会教育部）を富士見 2丁目に開設 

７月 21 日 青少年相談員を委嘱（162名） 

昭和 44 年 9 月 11 日 相模原市立青少年相談所運営協議会開催 

昭和 46 年 3 月 1 日 「相模原市の少年非行地図」刊行 

昭和 46 年 6 月 20 日 「青少年相談所だより」第 1号刊行 

昭和 47 年 3 月  1 日 「小学生の被害移行危険行為に対する実態と意識態度の調査」刊行 

昭和 48 年 6 月 7 日 

 

青少年相談員（1名）海外視察派遣（アメリカ） 

9 月  1 日 指導主事を配置 

昭和 51 年 3 月 26 日 相模原児童相談所業務連絡会開始 

昭和 55 年 2 月、8 月 「明るい家庭づくりキャンペーン」事業の実施 

昭和 56 年  3 月 29 日 

 

青少年相談所をあじさい会館 2階に移転（富士見 6-1-20） 

 
昭和 56 年  5 月 2 日 

8 月 3 日 

 

青少年補導員（非常勤）制度の設置（1名） 

子ども教育相談コーナーを市役所本庁舎１階に開設（学務課所管）、子ども教育相談

員（非常勤）制度の設置（6名） 

昭和 57 年 4 月 1 日 青少年相談専門員（非常勤）制度の設置（1名） 

7 月 1 日 青少年補導員（非常勤）を 1名増員（2名） 

昭和 58 年 4 月 1 日 子ども教育相談室を市役所本庁舎 1階に開設（学校教育部の課として） 

6 月 13 日 子ども教育相談室の子ども教育相談員を 3名増員（9名） 

7 月 1 日 青少年相談所及び子ども教育相談室が中央 2丁目の建物に移転（中央 2-12-12） 

昭和 59 年 4 月 1 日 市南合同庁舎南市民相談室で出張相談開始（毎週月・水） 

10 月 1 日 青少年相談専門員を 1名増員（2名） 

昭和 60 年 4 月 1 日 ｢相談指導学級｣を大野北中学校に設置 

5 月 10 日 青少年相談所に「ヤングテレホン」を開設（開設時間：月～金・午前 8 時 30 分～午

後 5時、相談員 2名） 

昭和 61 年 4 月 1 日 青少年相談所と子ども教育相談室が合併し、「青少年相談センター」となる（学校教

育部の機関として） 

「青少年相談センター相談員」として、子ども教育相談員、青少年専門相談員を統合 

青少年街頭補導員制度を廃止し、青少年街頭指導員を委嘱 

ヤングテレホンの相談員を 2 名増員し（4 名）、開設時間を延長（月～金：午前 8 時

30分～午後 7時まで、土：午後 3時まで） 

 

昭和 63 年 7 月 1 日 市南合同庁舎 3階に青少年相談センター南室を開設 

平成 2 年 4 月 1 日 青少年街頭指導員制度を廃止し、青少年相談センター相談員として一本化 

巡回教育相談事業の開始 

平成 3 年 4 月 1 日 教育相談研究員制度を開始 

6 月 11 日 大野北中学校適応指導教室「銀河」を開設 

平成 5 年 4 月  1 日 ヤングテレホンの開設時間を変更（月～金：午前 8時 30分～午後 7時） 

 5 月 20 日 大野南中学校適応指導教室「若葉」を開設 

 9 月 1 日 学校出張相談開始（週 1日公立中学校 4校へ相談員を派遣） 

平成 6 年 4 月 1 日 学校出張相談の派遣校を公立中学校 8校に拡大 

平成 7 年 4 月 1 日 学校出張相談の派遣校を公立中学校 20校に拡大 

平成 8 年 4 月 1 日 学校出張相談の派遣校を公立中学校 26校に拡大 

平成 9 年 4 月 1 日 学校出張相談の派遣校を公立中学校 27校に拡大 

平成 10 年 4 月 1 日 公立小学校 4校に出張相談試行実施 
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年 月 日 主 な で き ご と 

平成 12 年 4 月 1 日 公立小学校 18校に出張相談実施・小学校適応指導教室（月～金）実施 

平成 13 年 4 月 1 日 公立小学校 34校に出張相談実施 

平成 14 年 4 月 1 日 公立小学校 54校に出張相談実施 

平成 15 年 4 月 1 日 公立小学校 55校に出張相談実施 

10 月 1 日 青少年相談センターが中央 3丁目に移転 

平成 16 年 4 月 1 日 「銀河」が青少年相談センター内に移転、「若葉」ともに「支援教室」に改名 

平成 17 年 10 月 1 日 

 

青少年相談センター南室が旧市社会福祉協議会跡に移転 

ヤングテレホン相談のＥメール相談開始 

平成 18 年 3 月 20 日 津久井町、相模湖町との合併に伴い、支援教室「やまびこ」「かつら」編入 

3 月 31 日 教育相談研究員制度を廃止 

平成 18 年 4 月 1 日 

 

「若葉」が青少年相談センター南室内に移転 

支援教室「大地」（旧相談指導学級）を開設 

平成 19 年  3 月 11 日 城山町、藤野町との合併に伴い、支援教室「はるばやし」「やまぶき」編入 

平成 19 年  4 月 1 日 青少年相談センター城山室を開設、支援教室「すばる」を開設 

 ヤングテレホン相談の受付時間を 8時 30分～午後 9時までに延長、相談員 1人増員 

（5名） 

平成 20 年 4 月 1 日 津久井相談室を開設、支援教室を相談指導教室と改名 

平成 22 年 4 月 1 日 「城山室」を城山総合事務所に移転し「城山相談室」に改称、「津久井相談室」の機

能を相模湖総合事務所に移転し「相模湖相談室」と改称、南室を南相談室と改称 
 
政令市移行に伴い、県から移譲されたスクールカウンセラー等活用事業と従来の学校

出張相談事業を一元化、「相模原市青少年教育カウンセラー」として事業実施 

平成 23 年 4 月 1 日 スクールソーシャルワーカー制度の導入（2名配置） 

平成 24 年 4 月 1 日 スクールソーシャルワーカーを 1名増員（3名配置） 

  ヤングテレホン相談員を 1名減員（4名配置） 

平成 26 年 4 月 1 日 相談指導教室事業に協働事業提案制度（音楽・スポーツ）導入 

 平成 27 年 4 月 1 日 スクールソーシャルワーカーを 2名増員（5名配置） 

 ホームタウンチーム交流事業（サッカー・ラグビー）導入 

平成 28 年 4 月 1 日 青少年教育カウンセラーを 2名増員（65名配置） 

平成 29 年  3 月 31 日 相談指導教室「やまびこ」「やまぶき」を「かつら」に統廃合 

平成 29 年 4 月 1 日 

 

 

 

青少年教育カウンセラーを 4名増員（69名配置） 

スクールソーシャルワーカーを中央相談室 3名、南相談室 1名、城山相談室 1名配置 

ヤングテレホン相談の受付時間を月～金：午後 3 時 30 分～午後 9 時、土：午後 1 時

～5時に変更、相談員は 4名 

平成 30 年 4 月 1 日 

 

 

スクールソーシャルワーカーを中央相談室 3名、南相談室 2名、城山相談室 2名配置 

教育局組織改編に伴い街頭指導事業を学校教育課へ移管 

    〃     学校教育課から就学相談・巡回相談事業が移管 

平成 31 年 4 月 1 日 

令和  元年 8月 30日 

支援教育指導員を 1名増員（4名配置） 

相談指導教室「すばる」拡張 

令和  2 年 3 月 16 日 城山総合事務所周辺の公共施設再編に伴う城山相談室面接室の充実 

令和 4 年 4 月  1 日 

 

 

 

青少年教育カウンセラーを 10名増員（79名配置） 

スクールソーシャルワーカーを 5名増員（中央相談室 4名、南相談室 5名、城山相談

室 2名、相模湖相談室 1名配置） 

就学相談員を 1名増員（5名配置） 

令和 5 年 4 月 1 日 

 

     5 月 22 日 

スクールソーシャルワーカーを 1名増員（中央相談室 5名、南相談室 5名、城山相談

室 2名、相模湖相談室 1名配置） 

相談指導教室「シリウス」を開設 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度 青少年相談センター要覧 
 

 

令和 5年７月３日発行 

 

編 集 発 行    相模原市立青少年相談センター 

相模原市中央区中央３－１３－１３ 
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